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国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
要
綱

第
一

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名
を
「
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

政
府
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
が
融
資
機
関
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た
農
業
近
代
化

資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
削
除
す
る

こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

三

二
に
係
る
規
定
の
削
除
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。（

第
一
条
、
第
三
条
の
二
、
第
三
条
の
三
等
関
係
）

第
二

漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名
を
「
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

二

政
府
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
が
融
資
機
関
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
が
貸
し
付
け
た
漁
業
近
代
化

資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
の
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）
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三

二
に
係
る
規
定
の
削
除
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
一
条
、
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

第
三

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

政
府
は
、
都
道
府
県
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
等
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
者
が
融
資
機
関
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
融
資
機

関
が
漁
業
経
営
再
建
計
画
の
認
定
を
受
け
た
中
小
漁
業
者
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
の
に
要
す
る
経

費
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
の
う
ち
、
都
道
府
県
に
係
る
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

二

一
に
係
る
規
定
の
削
除
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
五
条
、
第
十
五
条
関
係
）

第
四

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
が
行
う
保
証
保
険
の
て
ん
補
率
の
引
上
げ
の
特
例
措
置
の
対
象
と
な
る
資
金
に
つ

い
て
、
第
三
の
一
の
改
正
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
利
子
補
給
に
対
す
る
国
の
助
成
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
第
七
十
七
条
関
係
）

第
五

農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
廃
止

農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
号
）
を
廃
止
す
る
こ
と
。
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第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）


